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75 2012 年版鋼 船 規 則 及 び関 連 検 査 要 領 等 に お け る改 正点 の 解説

　　　　73． 安全設備規則及び関連検査要領並 び に

船用材料 ・機器等の 承認及び認定要領に お ける改正点 の 解説

　（膨張式及 び固型救命 い か だ に お け る搭乗者の平均 質量）

1．は じめ に 2．改正の 背景

　2011 年 11月 1 日付
一一

部改 正 に よ り改正 さ れ て い る 安全

設備規則 （凵本籍 船 舶 用）及 び同検査要領 （外国籍船舶用）

並 び に 船用材料
・
機器等の 承認及び 認 定要 領 （外国 籍船舶

用）中，膨 張式及び 固 型 救命 い か だ にお け る 搭乗者の 平均

質量 に 関す る事項 に つ い て ，そ の 内容を解説す る。な お，

本改正 は ，2012年 1 月 1 目以 降 に 起工 又 は 同等段階 に あ る

船 舶 及 び 同 円以降に新 た に搭載され る 救命設備 に 適用 され

て い る。

　IMO 第 87回海 ヒ安全委員会 （MSC87 ） に お い て ，国際

救命設備 コ
ード （LSA 　code ）に規 定 さ れ る膨 張式及 び固 型

救命 い か だ の 要件の う ち，搭 乗 者 の 平 均 質 量 に関 す る規 定

の 改正 が行 わ れ，決議 MSC ．293（87）と して 採択 され た 。

　この た め，決議 MSC ．293（87）と整合すべ く，関連規定を

改 め た。

3．改正の 内容

　安全設 備規則 （日 本籍船舶用 ）及 び 同検 査 要 領 （外 国籍

船舶用）並 び に 船用材料
・
機器等の 承認及 び 認定要 領 （外

国 籍船舶用） に お い て ，膨 張式及 び 固型 救命い か だの 搭乗

者 1 人 当た りの 平 均 質 量 を 75  か ら 82．5kg へ と改 め た。

74．揚貨設備規則及び関連検査要領 に お け る 改 正 点の 解説

　　　　　　　　（揚貨設備に よる人員乗降）

1．は じめ に

　2011 年 6 月 30 日付
一

部改 正 に よ り改 正 され て い る 揚貨

設 備規則及 び 関連 検査 要領 （外 国籍 船 舶用 ） 中，揚貨設備

に よ る 人員乗降に 関す る事項 につ い て
， そ の 内容 を解説す

る 。 な お，本改正 は，2011 年 6月 30 「1か ら適用 され て い

る 。

2．改正 の 背景

　ターミナ ル 等 にお い て ホース ハ ン ド リ ン グ ク レ
ー

ン を用

い て 人員の 乗降 を行うケース が あ り，近年 ， ク レ
ーン 装置

に よ る 人 員乗降 に 関 す る証 明書 を取得 した い 旨の 業界 要 望

が増加 して い た 。

　 しか しなが ら，従来 の 揚貨設備規則 は 主 と して 貨物 や 物

品の 荷 役 に 使用 す る設備 を対象 と して お り，入 員 の 乗 降 に

使用 す る た め の 要件 を規定 して い な か っ た。こ の た め ，こ

れ らの 要望 に応 える べ く新 た に 要件 を定め た。

3．改正 の 内容

（1）人員乗 降に使用す る ク レ
ー

ン 装置 に あ っ て は，揚 貨 設

　 備 規 則 の 関 連 要 件 に加 え て ，附属書 1．1．1−3．として 新

　　た に定め る 追 加用 件 に 適 合 し なけ れ ば な ら ない 旨規 定

　 　 した。

（2）人 員乗降の ため に 追加す る設備等 に つ い て ，提 出 図 面

　　及 び検査 項 目 を耕 定 した。

（3）オペ レ
ー

シ ョ ン E の 安全 を増進すべ く，オ ペ レーシ ョ

　　ン マ ニ ュ ア ル を参考用提 出書類 と して 規 定 した 。さ ら

　　にマ ニ ュ ア ル に 含 むべ き項 目 と して 以 ドの 点 を掲げた 。

　　（a） ク レ
ー

ン の 操作速 度 や気 象条件等の 安全性 に関 わ

　　　　る 制限事項。

　　（b）作業従事者の 役割や 緊急 時の 対応方法等の 作業従

　　　　事者及 び オペ レ
ー

シ ョ ンの 手順 に 関す る事項 。

　　（c ）人員 乗 降用 の カ ゴ の 定員や 保守整 備 の 確認 等 の 人

　　　 員乗降カ ゴ に 対す る 適 切 な運 用 に 関 す る事 項。

  人員乗降 に 使用す る際 に は，荷 役 の 場 合 に比べ て 高 い

　　安全率 を確保す る 必 要 が あ る と考 え られ た こ とか ら，

　　制限荷重 は ク レ
ーン の 通 常 の 用 途 の 50 ％ 以 下 と規定

　　し，併せ て 揚貨装具 の 安全 率を規 定 した。

（5）揚貨装 置の 駆動 シス テ ム につ い て は，故障時に 入員乗

　　降 カ ゴ の 落 下 を防 止 す る た め，追加 の ブ レ
ーキ装 置 を

　　備える よ う規定 し， さ らに動力喪失時に お い て も搭乗

　　者を回収で きる よ う人員乗降カ ゴ を 下 す措 置 を備 える

　　旨規定 した 。

  作業従事者間の 円滑 な コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン は オ ペ レ
ー

　　シ ョ ン の 安全 上 重 要な 要因 とな る こ とか ら， 作業責任

　　者及び作業従事者 問 の 通 信 手段を備える よ う規定 した 。

・− 75 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



NIPPON KAIJI KYOKAI (ClassNK)

NII-Electronic Library Service

N 工PPON 　KA 工J 工　KYOKA 工　（ClassNK ｝

日本 海 事協会 会 誌 No，298，2012 （1） 76

（7）作 業 責 任 者 に風 速 の 情報 を提供する た め，風速 を計測

　　す る手段 を備 える よ う規定した。こ れ に は通 常船橋 に

　　設 置 さ れ て い る 風 速 計 を用 い て 差 し攴 えな い
。

　な お，上 記の 規定 は
， ク レ

ー
ン装 置 を人員乗 降 に用 い る

こ と を本会が 発行す る制限 荷重指定書 に 記 載 す る 旨 申込 み

の あ っ た 装 置 に 対 し て の み 適用 し，こ の よ うな制 限 荷 重 指

定書 を要 しない ク レ
ー

ン 装置 に対す る取扱 い は従前 の とお

りで あ る 。

75． 自動化設備規則及 び関連検査要領に お け る改正 点の 解説

　　　　　　　　　（MO 船 の 浸水防止措置）

1．は じめ に

　2011 年 6 月 30 日付
一
部 改 正 に よ り改 正 され て い る 自動

化 設 備 規則及び 関連検査 要領 中，MO 船 の 浸水防止 措置 に

関す る事項 に つ い て ，その 内容を解説する。な お，本改正

は，2011 年 6 月 30 日 以 降 に 建造契約が 行 わ れ る 船 舶 に適

用 され て い る。

2．改正 の 背景

　自動化設備規則で は，SOLAS 　II−1章第 48規則 に 基づ き，

無入化 され た機関室 に設置 さ れ る船体付弁及 び ビ ル ジ吸引

系統 に使 用 さ れ る操作弁は，浸 水時 に船 員 が 当該 装 置 ま で

到達 し操作す る ため に 要す る 時間を十分 確保 で きる位置 に

設置す る よ う規 定 して い た。こ れ に 対 し，ギ リシ ャ ，ス ペ

イ ン 等 ヨ ー
ロ ッ パ の PSC よ り，近年，船 舶 が 当該規定 に 適

合 す る こ と を証明す る 資料 の 提 出 を要 求 され る場合が ある

と の 報告 を 受け て い た 。 こ の よ うな 状況 に対応す る た め，

船体付弁 及 び ビル ジ 吸 引系統 に使用 され る弁の 位置 に関 し，

IACS 勧告事項 No ．100 を参考 に，関 連規 定 を改 め た。

3．改正 の内容

　機関区域 が 定期的 に 無 人 の 状態 に 置 か れ る 船 舶 に つ い て

は ，機関区域 に 浸入 した 海水が，対象 となる弁 の 操作位 置

まで 到 達 す る時間内 に，船員が 当該弁 の 操作 を完了で きる

こ と を示 す検 討 書 を提 出 す る 旨検査 要領 1．3．1 に 規定 し た。

対象 とな る 弁の 操作位置 まで 到達す る時間の 計算 に つ い て

は，機関 室内 にある 最 大直径の 海水 ラ イ ン 及 び 関連する 弁

に 破損が 生 じた 場 合 を想 定 し算 出す る よ う定め て い る が
，

具体的な 計算方法 につ い て は 特定 して お らず，作成す る 造

船所独 自の 計算 を承認する こ ととす る。計算が 困難 な場合

に あ っ て は，船 舶 に 大 き さ に 関 わ ら ず 10分 間 と して い る。

な お，IACS 勧 告事 項 No ．100 で は，　 IMO 　Res，MSC ．245　C83）
を参考 に計算す る 旨定 め られ て い る 。

76． 自動化設備規則検 査要領に お け る改正 点の 解説

　　　　　（内航機関区域無人化船 の 設備）

1．は じめ に た 、，

　2011年 11月 1 日付
一
部改正 に よ り改正 され て い る 自動

化設 備 規 則 検 査 要 領 （日本籍船舶用）中，内航 機 関 区域 無

人化船の 設 備 に 関す る事項 に つ い て ，その 内容を解説 する。

なお，本改正 は ，2011 年 11 月 1 円 よ り適用 さ れ て い る 。

2．改正 の 背景

　 国 土 交 通 省 に お い て，航行区 域が 限定 され る内 航 船 舶 を

対象 と して ，それ ら船舶の 運航形態 の 実情 を配慮し，安全

性を確保 した 上 で 機関区域 無人化設備 の 基準を見直す べ く

整理 が 行わ れ た。そ の 結果，2011年 4 月 に 当該基 準 に 関す

る 船舶検査心得の
一

部改 正 が行 われ，国梅安第 27号 と して

公布 され た。

　この た め，同船舶検査心得改正 に 基 づ き関連規定 を改め

3．改正 の 内容

　船級符号 に 1〜estricted 　Greater　Coasting　Service，　Coα sting

Service．　Smooth　 Water　Service又 は こ れ に相 当す る刊記 を

有す る，国際航海に 従事 しない 総 トン 数 5，000 トン 未 満の

機関 区 域無人 化 設 備 の 登 録 を行う船舶 を対象 に ，次 に 示す

自動化設 備 の 設置 の 省 略 を認 め る 旨検査 要領 1．1、3−2．に 追記

し た 。

（1）規則表 3．1中 「燃料噴射ポ ン プ入 凵 圧 力」の 低位警報，

　　「排 ガ ス 各 シ リ ン ダ 出 口温 度 」 及 び 「排 ガ ス 温 度偏差

　　各 シ リ ン ダ 出口 温度」 の 高位警報 は 設 けな くて 差 し支

　　えな い 旨検査要領 1，1，3−2．（1）に明記 した．た だ し書 き

　　と して ，「燃料噴射 ポ ン プ 入 口 圧 力 」 の 低 位 警報 の 適

　　用 に あ っ て は，卞 機 を 2 以 上 備 え る 船舶の み に適用す
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